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【年通号数】公開・登録公報2016-033
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【国際特許分類】
   Ａ６１Ｌ  27/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ａ６１Ｌ   27/00     　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成29年3月9日(2017.3.9)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　材料を調製する方法であって、
　粒状細胞外マトリクス組織と糖と液体とを含む材料の混合物を乾燥して乾燥体を形成す
ることを含む、方法。
【請求項２】
　前記乾燥は凍結乾燥を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記混合物を金型に入れることをさらに含み、前記乾燥は前記混合物を前記金型に入れ
た状態で行なわれる、請求項１または２に記載の方法。
【請求項４】
　前記乾燥体の質量は約０．５ｇ～約５ｇである、請求項１～３のいずれか一項に記載の
方法。
【請求項５】
　前記粒状細胞外マトリクス組織は粘膜下組織を含む、請求項１～４のいずれか一項に記
載の方法。
【請求項６】
　前記粘膜下組織は、腸粘膜下組織、膀胱粘膜下組織、胃粘膜下組織、または小腸粘膜下
組織（ＳＩＳ）を含む、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記乾燥体を滅菌することをさらに含む、請求項１～６のいずれか一項に記載の方法。
【請求項８】
　前記糖はフルクトースを含む、請求項１～７のいずれか一項に記載の方法。
【請求項９】
　前記糖は少なくとも５０％のフルクトースで構成される、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　粒状ＥＣＭ組織と糖との重量比は、約１０：１～約１：１、または約５：１～約１：１
、または約３：１～約１：１である、請求項１～９のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１１】
　患者を治療するための材料を調製する方法であって、
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　粒状細胞外マトリクス組織と糖との混合物を含む乾燥体を再水和することを含む、方法
。
【請求項１２】
　前記再水和は、形状保持であるが成形可能なパテを形成するのに十分な程度行なわれる
、請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記再水和は、水性媒体を前記乾燥体と合わせることを含む、請求項１１または１２に
記載の方法。
【請求項１４】
　前記水性媒体は、血液もしくは血液分画物であるかまたはこれらを含む、請求項１３に
記載の方法。
【請求項１５】
　前記血液もしくは血液分画物は、前記材料で治療される対象にとって自己由来のもので
ある、請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　前記水性媒体は血清であるかまたは血清を含む、請求項１４または１５に記載の方法。
【請求項１７】
　前記水性媒体の体積は５ｍｌ～約１０ｍｌである、請求項１３～１６のいずれか一項に
記載の方法。
【請求項１８】
　粒状細胞外マトリクス（ＥＣＭ）組織と糖とを含む混合物を含む医療用組成物。
【請求項１９】
　前記混合物は乾燥した多孔体に存在する、請求項１８に記載の医療用組成物。
【請求項２０】
　前記乾燥した多孔体は凍結乾燥された材料である、請求項１９に記載の医療用組成物。
【請求項２１】
　粒状ＥＣＭ組織と糖の重量比は、約１０：１～約１：１、または約５：１～約１：１、
または約３：１～約１：１である、請求項１８～２０のいずれか一項に記載の医療用組成
物。
【請求項２２】
　前記組成物は形状保持であるが成形可能なパテである、請求項１８～２１のいずれか一
項に記載の医療用組成物。
【請求項２３】
　前記混合物は、質量が約０．５ｇ～約５ｇの乾燥した多孔体に存在する、請求項１８～
２１のいずれか一項に記載の医療用組成物。
【請求項２４】
　前記粒状細胞外マトリクス組織は粘膜下組織を含む、請求項１８～２３のいずれか一項
に記載の医療用組成物。
【請求項２５】
　前記粘膜下組織は、腸粘膜下組織、膀胱粘膜下組織、胃粘膜下組織、または小腸粘膜下
組織（ＳＩＳ）を含む、請求項２４に記載の医療用組成物。
【請求項２６】
　前記糖はフルクトースを含む、請求項１８～２５のいずれか一項に記載の医療用組成物
。
【請求項２７】
　前記粒状細胞外マトリクス組織は、前記細胞外マトリクス組織の供給源組織から保持さ
れている少なくとも１つの天然成長因子を含む、請求項１８～２６のいずれか一項に記載
の医療用組成物。
【請求項２８】
　皮膚の傷の治療のための、請求項１８～２７のいずれか一項に記載の組成物。
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【請求項２９】
　皮膚の潰瘍の治療のための、請求項２８に記載の組成物。
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